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１．特許訴訟の管轄集中
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平成１５年４月の民訴法改正により、

特許訴訟については、
東京・大阪への管轄集中が
規定された。

☞施行から１０年以上経過したが、

地方のユーザーはどう感じているのか。



２．特許訴訟における管轄集中の趣旨
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①知財重視の国家的意思表示

②知財紛争の早期解決

③技術専門性への対応・知財裁判官の
育成

管轄集中の趣旨としては



３．特許訴訟の管轄集中の弊害
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①係争費用の負担

②出廷するのにかかる手間と時間
→訴訟を制限する要素となり得る！
☞平成１５年１０月２２日には、日弁連から「権利保護基盤の
強化に関する専門調査会の当面の検討事項に関する意見募集」
に対する意見書が提出されました。

③地方における知財弁護士の未成熟

但し、弊害も顕在化している。



４-1．知財訴訟弊害の具体例

（具体例）

Ａ社は、福岡市に本社を置くソフト開発会社
であるが、最近、Ｂ社（本社：福岡市）が、Ａ社
のプログラムと類似したソフトを販売するよう
になった。

Ａ社の損害額は５００万円程度に過ぎない。
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☞Ａ社としては、どの裁判所に損害賠償請求、
プログラム著作権侵害に基づく差止訴訟を
提起すべきか？



４-2．知財訴訟弊害の具体例

裁判官の質 弁護士費用 旅費日当

福岡地裁 △ ○ ◎

大阪地裁 ○ × △

東京地裁 ○ × ×
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地域格差、訴訟提起の阻害 ☞裁判を受ける権利の侵害



４-3．知財訴訟弊害の具体例
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©九州地方整備局

九州圏内に同一産業が集積☞圏内における特許紛争の可能性大



４-4 ．知財訴訟弊害の具体例②
（具体例）

Ａさんは、福岡市に居住する発明家で、医師であったときの
経験を活かし、医療器具に使用できる特許を取得した。一
方、東京に本社のある医療器具メーカーがその特許の権
利範囲にある製品を販売している。ライセンスをもちかけた
ところ、相手方からは、「権利範囲ではない」という理由でこ
れを拒否された。
Aさんは、すでに大学病院を退職して年金生活を送ってお
り、資力は十分ではない。
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☞個人や中小企業が保有する特許権の侵害が
あった場合に、十分な保護が受けられず、実
質的に取得した特許権の行使が困難となり、
特許権の経済的意義が失われる。
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５．諸外国における
特許訴訟の管轄集中

フランス ☞パリのみ

中国 ☞北京、上海、広州（２０１４年８月～）

米国
☞全国９４の連邦地裁に出訴可能

（但し、控訴審はＣＡＦＣに管轄集中）

ドイツ ☞全国１２の地裁に出訴可能



６-1．地方における知財弁護士の未成熟

弁護士業務：ＯＪＴによって深化

知財訴訟の経験値が少ない

→予防法務にも影響

地方の中小企業にとって

知財に関するリーガルアクセスが阻害される。
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結論



６-2．地方における知財弁護士の未成熟

（具体例）弁護士知財ネット九州・沖縄地域会における活動状況
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平成１７年 活動メンバー ０名
平成１８年 シンポジウム開催 ７名
平成１９年 第１回知財ＭＳ ６名
平成２０年 第２回知財ＭＳ ４名
平成２１年 第３回知財ＭＳ ５名
平成２２年 第４回知財ＭＳ ４名
平成２３年 第５回知財ＭＳ ７名

第１回海外進出支援（上海）
平成２４年 第６回知財ＭＳ ５名

第２回海外進出支援（北京）
平成２５年 第７回知財ＭＳ ７名

第３回海外進出支援（シンガポール）
平成２６年 第８回知財ＭＳ １１名

第４回海外進出支援（ホーチミン）
知財支援窓口相談開始（各県）
福岡雇用労働相談センター開設



７-1．特許訴訟の管轄集中の弊害
に対する解決策（私案）
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① 「管轄の新設」

☆全ての高裁所在地に特許訴訟の
管轄を！

☆札幌地裁、福岡地裁に管轄を！
（地理的均衡の観点から）

☆巡回裁判所制度の新設



７-2．特許訴訟の管轄集中の弊害
に対する解決策（私案）
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② 「電子訴訟制度の新設」

☆テレビ会議システム導入
Cf．ＳＩＡＣ

☆韓国にて導入された電子訴訟制度の
採用
会員登録をすれば、大韓民国法院電子訴訟ホームページ
にて、訴訟進行状況を第三者でも確認できるシステム
（当事者名と事件番号の入力要）。
※自由と正義 ６４・９号
「韓国の法律事情－韓国の電子訴訟制度を中心として」



８-1．地方における知財人材育成
及び中小企業の支援
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知財弁護士の育成が不可欠！

知財マネジメントスクールの開催（平成１９年～）
個別の勉強会
海外進出支援ネットワーク構築事業の展開
福岡雇用労働相談センター（ＦＥＣＣ）の開設

①知財窓口相談の活性化

②弁護士知財ネット地域会の活動の活性化



８-2．海外進出支援ネットワーク
構築事業の展開
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企業の海外進出

☞海外への販路拡大
☞知財戦略の確立
☞海外専門家とのネットワークの強化

高齢化社会 人口減少



８-3．福岡雇用労働相談センター
（ＦＥＣＣ）の開設
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☆「経済特区」として、海外からの
投資を呼び込む

☆会社の設立段階から知財の重要性を伝える
ことが可能

☆雇用労働相談センターへの相談員として
活動することにより、創業者支援を行う

平成２６年１１月に開設



９．まとめ
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特許訴訟の管轄集中
↓

活性化の努力にもかかわらず、
地方の知財弁護士は未成熟

↓
地方の中小企業における

知財アクセスが阻害される
↓

知財立国を実現できず


